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平成 27年度事業報告 

 

 要 旨 

  

 

本法人は平成 23年 6月１日に公益認定を受けた。その第 5事業年度となる平成 27年度

事業計画は、当財団の唯一の公益目的事業である「無形文化の国内外における普及・振興

を図り、我が国の文化の向上、発展に寄与するための公益事業」を基本方針として策定し

た。以下に、収益事業として計画された事業と併せ、活動の概略を報告する。 
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＜事業活動＞ 

Ⅰ 無形文化に関する調査並びに資料の収集・記録・保存及び展示(公益目的事業１) 

  

1 新たな記録による保存・公開 

 

音楽・演劇・舞踊・儀式・祭礼・民俗伝承等の無形文化を録音・映像によって新たに記

録し、保存・公開するもので、当年度は、民謡・古典芸能・教育ジャンル等の録音記録、

映像記録を、年間を通じて行った。 

 

２ レコード各社及び関係団体音源の収集・活用による復刻・公開 

 

19世紀末の蝋管から今日のデジタル記録に至る音源記録を、音楽文化の基礎的アーカイ

ブとして復元・整備し、保存・公開するもので、当年度は各社の音源を復刻・公刊した。 

 

３ 音源のアーカイブ化及び普及・活用のための体制の構築と推進 

 

 当財団が日本レコード協会、日本放送協会等 5社と共同設立した「歴史的音盤アーカイ

ブ推進協議会」は、大正期のＳＰレコードから現在までに記録された音声・映像の整備・

保存を行い、トータル約 5万曲のＳＰレコード音源をデジタルアーカイブ化して国立国会

図書館に納入した。25年度をもって同推進協議会は解散したが、27年度も引きつづき広報

活動および音源の情報に関する照会などに対応した。 

当年度は民間所有ＳＰアーカイブ音源等の保存事業を推進した。 

 

４ 無形文化活動の収集・記録 

 

国立劇場・国立能楽堂・紀尾井ホール・東京証券会館ホールなどの邦楽・伝統芸能専門

会場で開催された各種団体・個人の公演を映像記録し、21世紀の無形文化実践記録として

今後将来に残すべき貴重な文化資産の生成として広く公益に寄与するものである。 

当年度は、紀尾井ホールでの新日鉄住金文化財団主催公演の全公演の映像記録を行った。

その他、箏曲・地歌等の演奏家主催公演における映像・音声記録も行った。 
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Ⅱ 伝統文化に関する後継者育成(公益目的事業１) 

 

日本の伝統芸能は、音楽、舞踊、儀式、祭礼、民俗伝承等 100種類以上に及ぶジャンル

に分けられる。本事業はそれら全てのジャンルを対象に、伝統文化を継承する後継者の育

成を図る。当年度は以下の事業を行った。 

  

 

１ 若手演奏家を中心とした公演・ライブの企画・主催・後援の実施 

 

継承が困難な状況を迎えている伝統芸能継承者の発掘と育成を目的として、主に需要が

乏しく、経済的な観点からも成り立ちにくい、若手実演家の演奏活動を支援する事業とし

て、公演企画の立案・専門誌・ホームページでの広報、演奏者紹介等を、年間を通じて行

っている。当年度は、箏曲・地歌・長唄・民謡をはじめ伝統芸能各ジャンルの演奏家の 97

公演に対して後援を行った。 
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Ⅲ 伝統文化に関する公演会等の開催（公益目的事業１） 

 

音楽、舞踊、儀式、祭礼、民俗伝承等の無形文化は、現在特定のジャンル（歌舞伎・能

楽・落語・講談等）を除き、新聞・放送等で紹介される機会は極めて少ない。このため、

未来に残すべき日本の貴重な文化資産である伝統・文化の普及・振興のために、公演・講

演・実習・広報等を開催・後援・実施し、広く一般及び教育現場と専門家を対象に無形文

化の普及・振興を行っている。当年度は、以下の事業を行った。 

 

 

１ 「小唄まつり」の主催 

 

小唄を研鑽する方々の発表の場として、小唄各社中からの出演を得て、毎年 2日間にわ

たって開催する。当年度は平成 27年 7月 7日と 8日、三越劇場で、両日とも第一部（市丸

賞選考の部）、第二部（一般・推薦の部）、第三部（講師演奏）の 3部構成で開催し、第一

部での優れた演奏に対してビクター専属芸術家として活躍された市丸師の名を冠した奨励

賞顕彰を行った。 

 

２ 各種演奏会・公演の後援・協賛・協力 

 

当財団の後援等の名義の使用を許可するとともに、当財団ホームページでの広報活動を

行うもので、当年度は 98公演に対しての後援・協賛・広報活動を行った。 

 

３ 広報活動 

 

ホームページにおいて、伝統芸能等の無形文化に関する公演情報等を紹介するとともに、

公式ブログ「じゃぽブログ」やツイッターを利用し、ツイッターでは速報性を重視して多

彩な情報を、ブログではツイッターでは伝えきれない各公演の見どころ聴きどころなど多

彩な情報を綴っている。さらに「じゃぽマガジン」のページを設け、公演レポートなど詳

細な情報発信した。 

また、邦楽専門誌（邦楽ジャーナル誌等）への、演奏実演家の活動状況、収集・公刊す

る刊行物の内容、当財団の活動状況等についての広報活動を継続して行った。 
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Ⅳ 伝統文化に関する団体等に対する顕彰及び助成（公益目的事業１） 

 

一般に継承が困難な状況を迎えている無形文化を継承し、将来に伝承するべき人材の発

掘を目的として、団体・個人への顕彰・助成を行う。当年度は以下の事業を行った。 

 

１ 日本伝統文化振興財団賞 

 

わが国の伝統音楽の保存・振興・普及に努めることを目的とする、当財団主催の顕彰事

業の一環として平成 8年に設立。伝統芸能分野で将来一層の活躍が期待される優秀なアー

ティストについて、広く識者・研究家・芸能実演家からの推薦を受け、当財団が委任する

選考委員によって毎年 1名の対象者を決定する。賞金は 50万円。副賞としてＤＶＤを制作

し、受賞者の技芸を広く全国に紹介する。 

平成 27年度は、琉球舞踊家・組踊立方の佐辺良和氏に第 19回財団賞を贈賞した。 

 

２ 中島勝祐創作賞 

 

長唄三味線演奏家・作曲家として数多くの（110曲）舞踊曲等を作曲し、三味線弾き語り

による独自の「創作上方浄るり」をはじめ、わが国の創作邦楽の発展に大きく寄与した故

東音中島勝祐氏（とうおん・なかじま・かつすけ、昭和 15年大阪生まれ、平成 21年没）

の功績を記念して、中島勝祐記念会の支援によって平成 23年に創設。 

当年度は 14点の応募作品のなかから、第 4回受賞作品（「文京坂名所踊図～坂悠々」東

音赤星喜康作曲」）を顕彰し、ＣＤアルバムの刊行を行った。 

 

３ 助成事業 

 

伝統文化振興に関わる学会、教育研究会等の賛助会員として、各会からの要請による講

演、伝統芸能実演家の紹介など、会費と運営への助成活動を行う。 

当年度は東京都小学校音楽教育研究会、東京都中学校音楽教育研究会の 2団体について

賛助会員として運営を支援し、教育現場への和楽器の貸し出し、実習記録保存等で協力活

動を行っている。 

 

４ 邦楽教育支援事業 

 

児童・生徒、音楽教師、および一般を対象とした邦楽に関する授業、講習会、ワークシ

ョップ等の実施を支援する目的で、当年度は当財団所有のネオ箏・三味線の楽器貸出しを、

のべ 17か所に対し年間を通じて行った。 
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Ⅴ 伝統文化に関する国際交流（公益目的事業１） 

 

音楽、舞踊、儀式、祭礼、民俗伝承等の無形文化の普及・振興は、海外に当該ジャンル

を紹介することを通じて、その担い手である演者の育成とその公演内容を日本にフィード

バックすることの両面において大きな働きを持つ。本事業は、日本の貴重な文化資産であ

る伝統文化伝承者による公演・講演・ワークショップ等を開催し、広報・放送等によって

広く国内外に紹介するとともに、海外の実演家・研究家による公演・発表等も行い、無形

文化の国際的な紹介と交流を行う。 

当年度は、以下の事業を主催した。 

 

 

１ 「鬼太鼓座」 vs 中国山西省「絳州鼓楽」公演 

27年度は、10月 24日と 25日の 2日間にわたり、中国山西省の太鼓集団「絳州（こうし

ゅう）鼓楽」を招聘し、和太鼓集団「鬼太鼓座」との公演を浅草公会堂で開催し、文化交

流を図った。チケット代等の事業収益が 2,341,225円に対し、事業費は 10,177,928円で

7,836,703円の赤字額となった。 
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Ⅵ 無形文化に関する出版物並びにディスク及びビデオ等の発行（公益目的事業１） 

 

上記１．「無形文化に関する調査並びに資料の収集・記録・保存及び展示」事業によって

収集・記録・保存・復元・整備された音楽・映像記録のディスク及びビデオによる発行と、

無形文化に関する図書発行事業。 

昭和期を通じて日本の音源記録・保存の担い手だったレコード各社は、近年の音楽産業

の大きな衰退を背景に、刊行数が極めて少ないためまったく収益性がなく、対象が幅広く

１００種類以上にも及ぶ無形文化の記録・刊行を現在ほとんど行わなくなっている。営利

を追求するレコ―ド会社において、当該ジャンルの記録・公刊は将来継続困難に陥ること

が予測され、そのため、営利を目的としない公益法人での存続を図ることを主旨として、

平成５年に当財団が設立された。 

当財団はこの設立趣旨に基づき、現在もレコード各社によって行われている流行歌・ポ

ップス・ジャズ等、営利を追求し得る音声・映像記録以外の、伝統・文化・教育ジャンル

等の音源記録・映像記録を広く公益に寄与する目的を持って続けるとともに、「聴くこと・

見ること」が出来て初めて意味を持つそれらの記録を全国どこでも入手可能とするために、

設立基金元の協力を得て発行事業の存続を計り、現在まで約 1600タイトル（本年度 32タ

イトル）の音声・映像記録を刊行している。 
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＜収益事業＞ 

 

当財団では、前述の公益目的事業のほか、２件の収益事業を行っている。いずれもその

本来の趣旨は、当財団の公益目的と合致するものであるが、当財団において企画・制作・

刊行のすべてを行うものではないため、収益事業としたものである。 

 

 

１ ＸＲＣＤ事業 

 

通常のＣＤアルバムにおける音源制作とは異なるデジタルマスタリングと製造工程によ

り、高音質化を図ったＣＤアルバムシリーズ「ｘｒｃｄ」及び「ＳＡＣＤ」の刊行。また、

アナログ・レコードも制作。音源は、国内外のレコードメーカー、ＮＨＫ等放送局の貴重

な所蔵音源を復刻する事業であるが、平成 27年度をもって終了する。 

 

２ レッスンマスター事業 

 

伝統音楽・教育現場等での音楽教習において必需品である、チューナー・メトロノーム・

教習内容録音の３つの機能を１台のデバイスにまとめて搭載したデジタル録音機「レッス

ンマスター」の普及事業。本デバイスは、当財団からの提案によって、ＪＶＣケンウッド

社が商品化したもので、その開発に当たっては、全国の邦楽教室、邦楽器商、実演家等に

当財団がリサーチを行った。 

「レッスンマスター」は当財団が想定したマーケットに充分に普及し、商品としても役割

を果たしたと考え、平成 25年度をもって当財団として扱いを終了した。 

 当年度は、在庫となっていた付属品について、売却等の処分を行った。 
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＜管理部門＞ 

１ 会 員 

 

当財団は平成 23年 6月 1日に公益認定を受け、同年 10月より賛助会員募集を開始した。 

27年度中の賛助会員登録は、法人団体会員 2件、個人会員 140名。 

 

２ 理事会･評議員会等 

 

（１）理事会 

平成 27年 5月 12日（火） ビクター青山スタジオ  １階会議室 

第１号議案 平成 26年度事業報告・決算書承認の件 ～承認 

第２号議案 行政庁定期提出書類承認の件 ～承認 

第３号議案 改選理事候補者承認の件 ～承認 

第４号議案 役員報酬額承認の件 ～承認 

第５号議案 議事録署名人選定の件 ～承認 

      

（２）評議員会 

平成 27年 5月 27日（水） 書面表決（全員同意） 

第１号議案 平成 26年度事業報告・決算書承認の件 ～承認 

第２号議案 行政庁定期提出書類承認の件 ～承認 

第３号議案 改選役員案承認の件 ～承認 

第４号議案 役員報酬額承認の件 ～承認 

 

（３）理事会 

平成 27年 5月 27日（水） 書面表決（全員同意） 

第１号議案 代表理事及び業務執行理事選任の件 ～承認 

 

（４）理事会 

平成 27年 11月 17日（火） 東方学会新館会議室（学び舎 遊人） 

第 1号議案 収益事業廃止の件 ～承認 

第 2号議案 代表理事の常勤から非常勤への変更の件 ～承認 

第 3号議案 議事録署名人選出の件 ～承認 

 

（５）評議員会 

平成 27年 12月 10日（木） 書面表決（全員同意） 

第１号議案 代表理事の常勤から非常勤への変更の件 ～承認 
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（６）評議員会 

平成 28年 1月 20日（水） 書面表決（全員同意） 

第１号議案 行政庁変更認定申請書類承認の件 ～承認 

 

（７）理事会 

平成 28年 1月 20日（水） 書面表決（全員同意） 

第１号議案 行政庁変更認定申請書類承認の件 ～承認 

 

（８）理事会 

平成 28年 3月 7日（月） 東方学会新館会議室（学び舎 遊人） 

第１号議案 平成 28年度事業計画・収支予算承認の件 ～承認 

第２号議案 資金調達及び設備投資の見込みの件 ～承認 

第３号議案 役員報酬額承認の件 ～承認 

第４号議案 評議員会開催日時承認の件 ～承認 

第５号議案 「特定個人情報取扱規程」承認の件 ～承認 

第６号議案 議事録署名人選出の件 ～承認 

 

（９）評議員会 

平成 28年 3月 23日（水） 書面表決（全員同意） 

第１号議案 平成 28年度事業計画・収支予算承認の件 ～承認 

第２号議案 資金調達及び設備投資の見込みの件 ～承認 

第３号議案 役員報酬額承認の件 ～承認 

第４号議案 「特定個人情報取扱規程」承認の件 ～承認 

 

 

３ 公益財団法人の運営等に関する情報公開 

 

行政庁へ電子申請した「事業報告書」、｢事業計画書」等の定期提出書類を Web サイトで

公開している。 

 

 

４ 業務執行体制等 

 

平成 27年 5月、契約職員 1名の雇用契約を終了。 

 

 

平成 28年 5月 公益財団法人日本伝統文化振興財団 

以 上 
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